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１．富田林市地域防災計画の修正の背景 

現行の富田林市地域防災計画について、重点的に見直す事項を把握するとともに、現行計画策

定以降に改正された法令等に留意して、修正方針を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林市地域防災計画 【 ）】 

令和７年度 富田林市地域防災計画 修正方針 

① 近年の関連法令・計画等の改正状況との整合（災害対策基本法、防災基本計画、南海トラ

フ地震防災対策推進基本計画、防災関連ガイドライン 等） 

② 大阪府地域防災計画（過年度修正内容等）との整合 

③ 近年の大規模災害（令和６年能登半島地震等）の教訓等の反映 

④ 富田林市の上位関連計画、最新の組織体制、事務分掌との整合  

⑤ 庁内各課・防災関係機関・防災会議委員・府協議・パブリックコメントの意見の反映 

＜国・府・市の動向＞ 

○国の主な動向 

・近年発生した大規模災害（令和２年以降の各地の⼤⾬、令和６年１月能登半島地震等）によ

る課題対応 

・災害対策基本法等の改正（令和３年５月、令和５年９月、令和６年４月、令和 7年 7月） 

・防災基本計画の修正（令和２年５月、令和３年５月、令和４年６月、令和５年５月、令和６年６

月、令和７年７月一部修正） 

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更（令和７年７月） 

・防災に関するガイドラインの策定・改定 等 

○大阪府の動向 

・大阪府地域防災計画の修正（令和３年１月、令和４年１月、令和４年１２月：基本対策編及

び原子力災害対策編、令和５年３月、令和６年４月に関連資料集、令和７年３月：基本対策

編及び原子力災害対策編修正） 

・第 6次地震防災緊急事業五箇年計画の変更（令和７年３月一部変更） 

・新・大阪府地震防災アクションプランの修正（令和７年３月一部修正） 

・大阪府水防計画の変更（令和７年度）  等 

○富田林市の動向 

・富田林市国土強靱化地域計画の策定（令和３年３月） 

・富田林市避難所運営マニュアルの改訂（令和３年３月） 

・富田林市業務継続計画の改訂（令和５年３月） 

・富田林市災害時受援計画の策定（令和６年３月） 

・本市を取り巻く社会情勢の変化、組織機構・防災対策の変更 等 
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２．富田林市地域防災計画の主な修正事項 

前項の修正方針を踏まえ、富田林市地域防災計画の主な修正事項を以下に示す。 

（現行計画の記載確認事項も含む。） 

＜地域防災計画の主な修正事項＞ 

（1）防災の基本理念及び各主体の基本的責務の明確化 

○被災後の感染症対策の考え方の明示 

○複数の災害等への同時対応（複合災害対策） 

○事業者・自主防災組織・市民等各主体が一体となった防災対策の推進 

（2）大規模広域災害に対する即応力の強化 

○地方公共団体の機能が著しく低下した場合の国による応援、応急措置の代行による支援体

制の強化 

○庁舎・避難所等、防災拠点の非構造部材を含む耐震対策等による安全性の確保、非常用電

源の確保 

（3）応援・受援体制の強化 

○大阪府による市町村支援体制の充実 

○他県等からの人的等支援について、具体的な方法、手順等を分野や経過時間に即した受援

の仕組みの設定 

○災害ボランティア受入体制の整備（災害ボランティアセンター設置予定場所の明確化 等） 

○被災者援護協力団体（ＮＰＯ、ボランティア団体等）との平時からの連携 

（4）地域防災力の向上及び継続・発展 

○平常時における市民・自主防災組織等に対する防災教育・啓発内容の充実 

◇避難情報の意味、発令時にとるべき行動  

○地域コミュニティの活性化による防災・減災力の向上を図るため、男女共同参画をはじめとす

る多様な主体の参画等を推進 

○消防団員等が参画した防災教育の推進や気象防災アドバイザー等による助⾔ 

○消防団と多様な主体（自主防災組織・防災士等）の連携 

（5）水害対策の強化 

○適切な避難行動を促す情報伝達  

◇「緊急的な待避」や「屋内安全確保」といった適切な避難行動の明示 

○河川に対する避難指示等の発令基準の設定 

○洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）に対して迅

速な避難のために必要な助言等の実施 

○線状降水帯に関する情報発信の強化等 

（6）市民等の円滑かつ安全な避難の確保 

○災害種別に応じた指定避難所、指定緊急避難場所の指定、地域一時避難所の検討 

○避難指示等の具体性と迅速性の確保 

○わかりやすい避難情報の伝達（避難の対象者、とるべき避難行動等）  

○避難行動等を支援する避難情報の充実（「緊急安全確保」の新規運用、「避難勧告」・「避難

指示」の一本化等の避難情報の区分・名称変更への対応） 

○災害時の代替輸送手段の確保の検討 
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＜地域防災計画の主な修正事項＞ 

○長周期地震動階級や線状降水帯に関する情報の発信等 

○通信障害発生時の丁寧な周知広報の実施 

（7）避難行動要支援者等、要配慮者への支援体制の強化 

○避難行動要支援者名簿の作成・活用による高齢者・障がい者等の避難行動要支援者の適

切な避難誘導、安否確認の実施体制の整備、避難行動要支援者名簿の適切な保管管理 

○個別避難計画の作成（市の努力義務化） 

○社会福祉施設等との災害協定締結の推進 

○障がい者の情報取得・意思疎通に係る施策の推進 

○保健医療福祉に係る支援者（JRAT、JDA-DAT等）の明確化 

（8）避難所等における生活環境の維持・向上等 

○訓練等を通じた避難所の運営管理に必要な知識の普及  

○指定避難所の滞在環境の整備、ネットワーク環境の整備、電力容量の確保 

○避難所運営におけるペット同行避難などへの対応 

○避難所の開設当初からの簡易ベッドや段ボールベッド、パーティション等の迅速な設置対応 

○避難所における⾷物アレルギーへの配慮 

○要配慮者、女性、性的マイノリティ等の多様なニーズへの対応 

○キッチンカー、キッチンコンテナ等を活用した温もりのある食事提供体制の整備 

○快適な生活環境の提供への配慮（トイレカー、トイレトレーラー、シャワーカー等の活用） 

○避難所以外（在宅や車中泊等）で避難生活を送る避難者等への支援 

○市外の避難者の受入れ方策 

○避難所でのこども・若者の居場所の確保 

○協定・届出避難所に係る情報の事前把握 

○避難所開設時における指定避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤの報告 

（9）必要物資の供給体制の強化 

○ヘリコプターの積極的な活用 

○市内の物資拠点から各避難所への配送ルールの作成や支援物資の円滑な支給体制の構築

（新物資システム（Ｂ－ＰＬo）の活用等） 

○配送状況やニーズ把握のための情報共有体制の整備 

○供給物資が不足した場合の調達体制の整備（民間企業・建設業団体等との協力体制の締

結推進・強化 等） 

○重要物流道路にかかる国の支援（重要物流道路及びその代替・補完路における道路啓開や

災害復旧の代行制度 等） 

○災害時用備蓄物資等の充実 

○物資の備蓄状況の公表 

○災害用井戸・湧水等の活用による代替水源の確保 

（10）災害廃棄物対策の強化 

○大規模災害時に備えた早期災害廃棄物処理体制の確保 

○災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制の確保（災害ボランティア活動の環境整備等） 

（11）大規模災害時における交通機能確保対策の強化 

○災害応急時における交通機能の確保 
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＜地域防災計画の主な修正事項＞ 

（12）復旧・復興対策の強化（被災者の生活再建への支援等） 

○り災証明書の発行体制の強化（被災者支援システムの活用 等） 

○賃貸型応急住宅（民間賃貸住宅の借上げ等）の活用 

○災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備 

○事前復興まちづくり計画策定等による復興事前準備の推進 

（13）新型コロナ禍を踏まえた避難所等における感染症対策の充実 

○知人宅・親戚宅や在宅避難の検討の呼びかけ 

○感染症対策に配慮した避難スペースの確保を含めた避難所開設・運営訓練の積極的な実

施 

○自宅療養者等の避難に対して情報提供を実施 

（14）その他の修正 

○防災拠点における長期停電・通信障害への対応強化 

○帰宅困難者支援体制の整備（関西広域帰宅困難者対策ガイドライン」に基づく訓練実施 

等） 

○空き家等に対する防災対策の実施（倒壊等の二次災害の防止） 

○災害時の保健医療活動にかかる体制整備（災害時健康危機管理支援チーム［ＤＨＥＡＴ］の

応援派遣） 

○災害支援ナースの派遣要請の依頼 

○災害時における情報提供方策の充実 

○国の新総合防災情報システム（SOBO-WEB）による情報共有化への対応 

○災害発生前の緊急通行車両確認証明書及び標章の交付への対応(事前届出制度は令和５

年９月に廃止) 

○災害対応における先進技術の導入を促進（「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム

（内閣府）」等の取組を通じて、民間企業等が持つ先進技術とのマッチング等を行う） 

○防災情報のデータ連携のための環境整備 

○⼀般送配電事業者等における無電柱化の促進 

○府の安否不明者の氏名等公表による救助活動の効率化・円滑化 

○国のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業務を支援するシステムを活用し、当該

業務の迅速化・効率化を積極的に検討 

○宅地造成等規制法の改正に伴う名称変更「宅地造成及び特定盛土等規制法」 

○岩手県大船渡市林野火災等を踏まえた林野火災対策内容の修正 

○南海トラフ地震防災対策推進計画の修正 

○国、府、市及び関係機関における組織・機構改変に伴う名称変更等への対応 
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３．富田林市地域防災計画の構成 
 

今回の富田林市地域防災計画（令和７年度修正）は、大阪府地域防災計画の構成に準じた現

行計画と同様とする。 

 

【富田林市地域防災計画の構成】 

Ⅰ 〔総  則〕 第１章 総  則 

Ⅱ 〔災害予防対策〕 

第１章 防災体制の整備 

第２章 地域防災力の向上 

第３章 災害予防対策の推進 

Ⅲ 〔災害応急対策〕 

第１章 活動体制の確立 

第２章 情報収集伝達・警戒活動 

第３章 消火、救助、救急、医療救護 

第４章 避難行動 

第５章 交通対策、緊急輸送活動 

第６章 二次災害防止､ライフライン確保 

第７章 被災者の生活支援 

第８章 社会環境の確保 

Ⅳ 〔事故等災害応急対策〕 第１章 事故等災害応急対策 

Ⅴ 〔災害復旧・復興対策〕 第１章 災害復旧・復興対策 

南海トラフ地震防災対策推進計画  

資料編  
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参考資料 

参-１．地域防災計画の位置づけ 

・地域防災計画は、災害対策基本法第 42条（及び南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に

関する特別措置法第５条）の規定に基づき、富田林市防災会議が作成する計画である。 

・地域防災計画は、富田林市のみならず、大阪府、防災関係機関が有する全機能を有機的に発揮

し、市域における各種災害の予防、応急及び復旧・復興対策を実施することにより、市の地域なら

びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、被害を軽減し、もって社会秩序の

維持と公共の福祉の確保に資することを目的としている。 

■災害対策基本法（第１項及び第２項を抜粋） 

（市町村地域防災計画） 

第 42条 市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。以

下この条において同じ）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を

作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなけれ

ばならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括す

る都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一  当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体そ

の他防災上重要な施設の管理者（第四項において「当該市町村等」という。）の処理すべき事務

又は業務の大綱 

二  当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練そ

の他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消

火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金

等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

防災基本計画（災害対策基本法第 34条） 

（中央防災会議） 

内閣総理大臣 

富田林市地域防災計画（災対法第 42条） 

（富田林市防災会議） 

・防災基本計画に基づき作成 
・防災業務計画に抵触しないこと 
・大阪府地域防災計画に抵触しないこと 

防災業務計画（災対法第 36・39条） 

（指定行政機関・指定公共機関） 

・防災基本計画に基づき作成 

大阪府地域防災計画（災対法第 40条） 

（大阪府防災会議） 

・防災基本計画に基づき作成 
・防災業務計画に抵触しないこと 

勧告 
指導 
助言 

諮問 

報告 

報告 

助言、勧告 
勧告 
指導 
助言 

通知・公表 

通知 
公表 



 

 

 7 

参-２．国の動向（最近の法改正等） 
 

国（内閣府、中央防災会議等）においては、近年発生した大規模災害による教訓や課題を踏まえ、

被害想定のあり方、被害軽減のための対策、今後の防災対策等について検討し、法律の制定・改正

や防災基本計画の修正、関連ガイドライン整備等を進めている。 

 

■ 国（内閣府、中央防災会議等）の動向 （令和元年 3月以降） 

年 月日 法改正等の概要 所管 備考 

令和元年 

5月 31日 

防災基本計画の一部修正 

◇最近の災害対応の教訓や施策の進展等を踏まえた

修正 

中央防災会議 表３－１ 

5月 31日 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更 

◇「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方

について（報告）」及び既往計画フォローアップ等を踏

まえた修正 

中央防災会議 表４－１ 

令和２年 5月 29日 

防災基本計画の一部修正 

◇最近の災害対応の教訓や施策の進展等を踏まえた

修正 

中央防災会議 表３－２ 

令和 3年 

5月 10日 災害対策基本法等の一部改正 内閣府等 表１-1 

5月 10日 

「避難情報に関するガイドライン」の改定 

◇従来の「避難勧告等に関するガイドライン」を名称変

更 

◇避難情報区分の見直し（避難勧告・避難指示の一本

化、名称変更等） 

内閣府 表５-1 

「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」の公

表 

◇広域避難の実効性を確保 

内閣府  

5月 20日 

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定 

◇指定福祉避難所の指定を促進し、要配慮者の支援を

強化 

内閣府 表５-2 

5月 25日 

防災基本計画の一部修正 

◇災害対策基本法の改正（災害対策本部の見直し、避

難勧告・避難指示の一本化等）等を踏まえた修正 

中央防災会議 表3-３ 

7月 15日 

水防法等の一部修正 

◇最近の災害対応の教訓、関係法令の改正等を踏まえ

た修正 

国土交通省 表2-1 

令和 4年 6月 17日 

防災基本計画の一部修正 

◇最近の災害対応の教訓、関係法令の改正等を踏まえ

た修正 

中央防災会議 表3-４ 

令和 5年 5月 30日 

防災基本計画の一部修正 

◇最近の災害対応の教訓、関係法令の改正等を踏まえ

た修正 

中央防災会議 表3-５ 

令和 6年 6月 28日 

防災基本計画の一部修正 

◇令和６年能登半島地震等災害対応の教訓、施策の進

展等を踏まえた修正 

中央防災会議 表3-６ 
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年 月日 法改正等の概要 所管 備考 

令和 7年 7月 1日 

災害対策基本法等の一部改正 内閣府等 表1－2 

防災基本計画の一部修正 

◇令和６年能登半島地震等災害対応の教訓、災害対策

基本法等の改正（国による災害対応の強化、被災者

支援の充実、復旧・復興の迅速化等）、施策の進展等

を踏まえた修正（各編） 

中央防災会議 表3-７ 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画 

◇南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループにお

ける新たな被害想定と、近年の情勢の変化等を踏ま

え、見直しを実施 

中央防災会議 表４-２ 

 

■その他の防災関連ガイドライン等  

年 月日 法改正等の概要 所管 備考 

令和3年 

３月 
災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引きの修

正 

環境省環境再生・

資源循環局等 
 

５月 水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドラインの公表 国土交通省  

6月 

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営

訓練ガイドライン（第３版）の公表 

内閣府政策統括

官（防災担当）等 
 

市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成

の手引き（最終改訂）の公表 
内閣府  

令和5年 
3月 災害ケースマネジメント実施の手引きの公表 内閣府  

3月 防災分野における個⼈情報の取扱いに関する指針の公表 内閣府  
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（1）災害対策基本法等の一部改正 

出典：内閣府資料 

⚫ 令和３年５月改正では、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制

の強化を図るため、避難情報区分の見直し（避難勧告・指示を一本化等）、個別避難計画作成

の努力義務化等について明記された。【表 1-1】 

 

■表 1-1  災害対策基本法等の一部改正の概要（令和 3年 5月） 

項 目 概 要 

1．災害時における円滑
かつ迅速な避難の
確保 

1）避難勧告・避難指示の一本化等 

・避難勧告・指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うこととし、避
難情報のあり方を包括的に見直し 

2）個別避難計画の作成 

・避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画に
ついて、市町村に作成を努力義務化 

3）災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置／広域避難に係る居住
者等の受入れに関する規定の措置等 

・災害発生のおそれ段階において、国の災害対策本部の設置を可能とするととも
に、市町村長が居住者等を安全な他の市町村に避難（広域避難）させるに当
たって、必要となる市町村間の協議を可能とするための規定等を措置 

2．災害対策の実施体
制の強化 

1）非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更 

2）防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の設置（非常災害に至らな
い、死者・行方不明者数十人規模の災害について設置） 

3）内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加 

 

⚫ 災対法施行令等の令和５年９月一部改正では、災害応急対策を実施することとされている指

定行政機関等の車両については、災害発生時等の前においても災対法施行令に基づく確認

を行うことができることとされた。よって、令和５年９月１日から緊急通行車両の標章等が災害

発生前に交付を受けることができるようになった。また、災対法施行令に基づく確認に係る申

出書及び添付書類について規定するほか、標章及び証明書の書換え交付、再交付及び返納

等について規定された。 

 

⚫ 災対法施行令等の令和６年４月一部改正は、次のように改正された。 

（１）災害対策基本法施行令の一部改正（第１条関係） 

指定行政機関等から都道府県又は市町村に派遣された職員について、国から在宅勤務等手当の

支給を受けることができないこととする。（第１８条第１項）  

また、都道府県又は市町村において支給した在宅勤務等手当について、国が法令の規定により支

給した在宅勤務等手当とみなすことができることとする。（第１８条第５項） 

（２）大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正（第２条関係） 

関係行政機関から都道府県又は市町村に派遣された職員について、国から在宅勤務等手当の支

給を受けることができないこととする。（第４２条第１項） 

また、都道府県又は市町村において支給した在宅勤務等手当について、国が法令の規定により支

給した在宅勤務等手当とみなすことができることとする。（第４２条第５項） 
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⚫ 令和７年７月改正では、令和６年能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため、

国による支援体制の強化、福祉的支援等の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連

携、防災 DX・備蓄の推進、インフラ復旧・復興の迅速化等について明記された。【表 1-２】 

 

■表 1-２  災害対策基本法等※の一部改正の概要（令和 7年 7月） 

※災害対策基本法、災害救助法、水道法、大規模災害復興法、大規模地震対策法、内閣府設置法 

項 目 概 要 

1．国による災害対応
の強化 

１）国による地方公共団体に対する支援体制の強化（災害対策基本法） 

・国は、地方公共団体に対する応援組織体制を整備・強化。 

・国は、地方公共団体からの要請を待たず、先手で支援。 

２）司令塔として内閣府に「防災監」を設置（内閣府設置法） 

2．被災者支援の充実 

①被災者に対する福祉
的支援等の充実 

⚫ 高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災
害救助法の救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、福祉関係者との連
携を強化。災害対策基本法においても「福祉サービスの提供」を明記 

⚫ 支援につなげるための被災者、避難所の状況の把握 

（災害救助法、災害対策基本法） 

②広域避難の円滑化 ⚫ 広域避難における、避難元及び避難先市町村間の情報連携の推進 

⚫ 広域避難者に対する情報提供の充実 

⚫ 市町村が作成する被災者台帳について、都道府県による支援を明確化 

（災害対策基本法） 

③「被災者援護協力団
体」の登録制度の創
設 

⚫ 避難所の運営支援、炊き出し、被災家屋の片付け等の被災者援護に協力する
NPO・ボランティア団体等について、国の登録制度を創設 

⚫ 登録被災者援護協力団体は、市町村から、被災者等の情報の提供を受けること
ができる 

⚫ 都道府県は、災害救助法が適用された場合、登録団体を救助業務に協力させ
ることができ、この場合において実費を支弁 

⚫ 国は、必要な場合、登録団体に協力を求めることができる。国民のボランティア
活動の参加を促進 

（災害対策基本法、災害救助法） 

④防災 DX・備蓄の推
進 

⚫ 被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用 

⚫ 地方公共団体は、年一回、備蓄状況を公表 

（災害対策基本法） 

3．インフラ復旧・復興
の迅速化 

1）水道復旧の迅速化（水道法） 

・日本下水道事業団の業務として、地方公共団体との協定に基づく水道復旧
工事を追加、また、水道事業者による水道本管復旧のための土地の立入り等
を可能とする 

2）宅地の耐震化（液状化対策）の推進（災害対策基本法） 

3）まちの復興拠点整備のための都市計画の特例（大規模災害復興法） 
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（2）水防法等の一部改正 

⚫ 令和3年7月の一部改正では、昨今の水水害発生状況を踏まえて、洪水浸水想定区域の指

定に係る対象河川拡大や、要配慮者利用施設に係る避難計画や避難訓練の内容について、

市町村による適切性の確認や助言・勧告を通じた避難実効性の確保を図る必要について、

明記された。【表2-1】 

 

■表２-１ 水防法の一部改正の概要（令和3年7月）（土砂災害防止法の一部改正含む） 

項 目 概 要 

①洪水浸水想定区域
の指定に係る対象
河川拡大等 

・洪水予報河川又は水位周知河川に加え、一級河川及び二級河川（洪水による
災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する河川
（住宅等の防護対象のある河川））について、洪水浸水想定区域の指定対象に
追加 

②要配慮者施設の利
用者に係る避難確
保措置の見直し 

・市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者が
作成し、市町村に報告することとされている避難確保措置に関する計画（避難確
保計画）について、報告を受けた市町村長による計画内容に係る助言・勧告制
度の創設 

・要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている避難訓練について、市
町村長への訓練結果の報告を義務付け、報告を受けた市町村長による訓練内
容に係る助言・勧告制度の創設 

出典：国土交通省水管理・国土保全局資料 
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（3）防災基本計画の修正 

出典：中央防災会議資料 

⚫ 令和元年５月の計画修正では、最近の災害対応の教訓や施策の進展等を踏まえた修正が行

われた。【表 3-1】 

 

■表 3－1 防災基本計画の修正のポイント（令和元年５月） 

項 目 概 要 

修正の背景 ⚫ 平成 30年 7月豪雨等、最近の災害対応の教訓を踏まえた修正 

⚫ 最近の施策の進展等を踏まえた修正 

主 な 内 容 １．平成 30年 7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難対策に関する修正 

⚫ 「自らの命は自らが守る」意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等の周知 

（避難訓練と合わせた防災教育の実施、防災と福祉の連携等） 

⚫ 住民の避難行動等を 支援する防災情報の提供 

 （５段階の警戒レベルでの防災情報提供による避難のタイミングの明確化） 

２．昨年発生した災害への対応の教訓を踏まえた修正 

⚫ ＩＳＵＴ（災害時情報集約支援チーム）の派遣 

⚫ 被災市区町村応援職員確保システムの充実 

⚫ 液状化ハザードマップの作成・公表 

⚫ 関係機関の緊密な連携による災害廃棄物及び堆積土砂の処理 

⚫ 走錨等に起因する事故防止のための監視体制の強化等 

⚫ ため池の耐震化や統廃合の推進 

３．最近の施策の進展等を踏まえた所要の修正 

⚫ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応（南海トラフ地震防災対策推進基本計画に基

づき実施） 

⚫ 外国人に対する防災・気象情報の多言語化 

⚫ 行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者連携による情報共有会議の整備・強化 

⚫ 中小企業等における防災・減災対策の普及促進 
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⚫ 令和２年５月の計画修正では、最近の災害対応の教訓や施策の進展等を踏まえた修正が行

われた。【表 3-2】 

 

■表 3-2 防災基本計画の修正のポイント（令和２年５月） 

項 目 概 要 

修正の背景 ⚫ 令和元年東日本台風（第１９号）に係る検証を踏まえた修正 

⚫ 令和元年房総半島台風（第１５号）に係る検証を踏まえた修正 

⚫ 災害時の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた修正 

主 な 内 容 １．令和元年東日本台風に係る検証を踏まえた修正 

⚫ 災害リスクと取るべき行動の理解促進 

・ハザードマップ等の配布・回覧等に居住地域の災害リスクやとるべき行動等を周知 

・避難に関する情報の意味の理解促進 

・豪雨時等の事業者によるテレワーク・時差出勤・計画的休業等の適切な外出抑制 

⚫ 河川・気象情報の提供の充実 

・災害危険度が高まる地域等、早期警戒を呼び掛ける情報をわかりやすく提供 

⚫ 災害廃棄物処理体制の整備 

・国、自治体、ボランティア等関係者の役割分担等を整理したマニュアルの作成・周知 

⚫ 被災者生活・生業再建支援チームの開催のルール化 

⚫ 自然災害即応・連携チーム会議の開催 

２．令和元年房総半島台風に係る検証を踏まえた修正 

⚫ 災害に慣れていない自治体への支援の充実 

⚫ 長期停電・通信障害への対応強化 

・事業者における停電、通信障害発生時の被害状況把握、被害者への情報提供の

体制整備 

・病院等の重要施設における非常用電源確保の推進 

・重要施設の非常用電源設置状況等のリスト化等、電源車等の配備調整の円滑化 

・通信障害状況等の関係機関への迅速な共有 

⚫ 被災者への物資支援の充実 

・物資調達・輸送調整等支援システムを活用した効率的な物資支援の推進 

・プッシュ型支援の標準的対象品目を一覧提示し、周知 

３．災害時の新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた修正 

⚫ 避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の平時からの検討、実施 

（ホテル・旅館等の避難場所としての活用検討、分散避難の実施、避難所における過

密抑制、マスク・消毒液・体温計等の備蓄推進 等） 

４．その他最近の施策の進展等を踏まえた修正 

⚫ 無人航空機を活用した情報収集 

⚫ 災害時外国人支援コーディネーターの育成 

⚫ 事業者による危険物流出事故の防止対策の推進 
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⚫ 令和３年５月の修正では、災害対策基本法の改正（災害対策本部の見直し、避難勧告・避難

指示の一本化等）、新型コロナウイルス感染症対策等を踏まえた修正が行われた。【表 3-3】 

 

■表３-3  防災基本計画の修正のポイント（令和 3年 5月） 

項 目 概 要 

主な内容 １．災害対策基本法の改正を踏まえた修正 

⚫ 災害対策本部の⾒直し （特定災害対策本部の設置等） 

⚫ 個別避難計画の作成 
◇避難⾏動要⽀援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画につい
て、市町村に作成を努⼒義務化 

⚫ 避難勧告・避難指⽰の⼀本化等 
◇避難勧告・指⽰を⼀本化し、従来の勧告の段階から避難指⽰を⾏うこととし、避難
情報のあり⽅を包括的に⾒直し 

⚫ 広域避難に関する事項 
◇災害が発⽣するおそれがある段階での広域避難の実施のための⾃治体間の協議 
◇他の⾃治体との応援協定や、運送事業者等との協定の締結 
◇⼤規模広域災害時に円滑な避難が可能となるよう、実践型の防災訓練の実施 

２．新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた修正 

⚫ 避難所における感染症対策 
◇避難者の健康管理、避難所の衛⽣管理や適切な空間の確保等 

⚫ 避難所開設・運営訓練の実施 
◇感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練の積極的な実施 

⚫ パーティション等の備蓄の促進 
◇マスク、消毒液に加え、パーティション等の感染症対策に必要な物資の備蓄の促進 

⚫ コロナの⾃宅療養者等に対する情報共有等 
◇平常時からの、⾃宅療養者等が危険エリアに居住しているかの確認 
◇⾃宅療養者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整、情報提供 

⚫ 被災⾃治体への応援職員等の感染症対策 
◇応援職員等の健康管理やマスク着⽤等の徹底 
◇応援職員等の執務スペースの適切な空間の確保 

３．その他最近の施策の進展等を踏まえた修正 

⚫ 災害対応業務のデジタル化の推進 

⚫ 福祉避難所の活⽤による要配慮者の円滑な避難の確保 

⚫ あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治⽔」の推進 

⚫ 事前防災の取組や複合災害への対応の推進 

⚫ ボランティアの調整事務の委託を受けた災害ボランティアセンターの必要な経費に対

する災害救助法による⽀援 

⚫ 防災ボランティアと⾃治体・住⺠・NPO等との連携・協働の促進 

⚫ 正常性バイアス等の必要な知識を教える実践的な防災教育の推進 

⚫ それぞれの被災者に適した⽀援制度を活⽤した⽣活再建 

⚫ ⼥性の視点を踏まえた防災対策の推進  等 
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⚫ 令和４年６月の修正では、令和３年度に発生した災害対応の教訓や、関係法令の改正等を踏

まえた修正が行われた。【表 3-4】 

 

■表３-4  防災基本計画の修正のポイント（令和 4年 6月） 

項 目 概 要 

主な内容 １．令和３年度に発⽣した災害を踏まえた修正 

＜令和３年７⽉１⽇からの⼤⾬＞ 

⚫ 盛土による災害の防止に向けた対応 
◇都道府県等が⾏う危険箇所対策への国による⽀援 
◇危険が確認された盛⼟に対する⾃治体による速やかな是正指導 

⚫ 安否不明者の⽒名等公表による救助活動の効率化・円滑化 
◇平時からの安否不明者の⽒名等公表に係る⼿続等の整理 
◇災害時における⽒名等公表による速やかな安否不明者の絞り込み 

⚫ 適切な避難⾏動の促進や避難情報の適切な発令 

◇学校における消防団員等が参画した防災教育の推進 

◇避難情報の発令に関する気象防災アドバイザー等による助⾔ 

＜海底⽕⼭「福徳岡ノ場」の噴⽕に伴う軽⽯被害＞ 

⚫ 航路等に漂流する軽⽯の除去 
◇国、港湾管理者、漁港管理者による航路啓開等のための軽⽯の除去 

＜トンガ諸島の⽕⼭噴⽕による潮位変化＞ 

⚫ 海外で⼤規模噴⽕が発⽣した場合等の情報の周知や津波における避難指⽰の適切
な発令 
◇海外で⼤規模噴⽕が発⽣した場合等の潮位変化に関する情報の周知 
◇市町村における津波⾼に応じた避難指⽰の発令対象区域の設定 

２．関連する法令の改正を踏まえた修正 

＜津波対策の推進に関する法律の改正＞ 

⚫ 津波対策の推進 
◇津波対策におけるデジタル技術の活⽤ 
◇地域の特性に応じた避難施設等の整備の推進 

＜豪雪地帯対策特別措置法の改正＞ 

⚫ 豪雪地帯における雪害対策の推進 
◇命綱固定アンカーの設置の促進等 
◇克雪に係る技術の開発・普及の促進 

＜海上交通安全法等の改正＞ 

⚫ 船舶交通の安全確保 
◇異常気象等による船舶交通の危険防⽌のための三⼤湾等における船舶に対する
湾外等への避難勧告等 

＜航空法施⾏規則の改正＞ 

⚫ 災害応急対策に従事する航空機の安全確保 

◇都道府県による緊急⽤務空域の指定の依頼や同空域における無⼈航空機の⾶⾏許
可申請に係る調整 

３．その他最近の施策の進展等を踏まえた修正 

⚫ 防災情報のデータ連携のための環境整備 

⚫ ⾃治体等の災害対応における先進技術の導⼊の促進 

⚫ 線状降⽔帯に関する情報発信及び観測体制の強化等 

⚫ 避難所における⾷物アレルギーへの配慮 

⚫ 避難所等における再⽣可能エネルギーを活⽤した⾮常⽤発電設備等の整備 

⚫ ⼀般送配電事業者等における無電柱化の促進 
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⚫ 令和５年５月の修正では、令和 4 年度に発生した災害対応の教訓や、施策の進展等を踏まえ

た修正が行われた。【表 3-5】 

 

■表３-5  防災基本計画の修正のポイント（令和 5年 5月） 

項 目 概 要 

主な内容 １．最近の施策の進展等を踏まえた修正 

⚫ 多様な主体と連携した被災者支援 
◇都道府県による災害中間支援組織の育成・強化、関係者の役割分担の明確化 
◇災害ボランティアセンター設置予定場所の明確化 
◇災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備 

⚫ 国民への情報伝達 
◇長周期地震動階級に係る情報の解説・伝達 
◇通信障害発生時の丁寧な周知広報の実施 
◇障害者の情報取得・意思疎通に係る施策の推進 

⚫ デジタル技術の活用 

◇被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等へのデジタル技術の活用 

２．日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る基本計画の変更を踏まえた修正 

⚫ 北海道・三陸沖後発地震注意情報の解説・伝達 

３．令和４年に発生した災害を踏まえた修正 

＜津波対策の推進に関する法律の改正＞ 

⚫ 旅客船の総合的な安全・安心対策の強化（海上災害対策編の修正） 

＜トンガ諸島の火山噴火による潮位変化＞ 

⚫ 火山噴火等による津波に関する普及啓発・情報伝達 
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⚫ 令和６年６月の修正では、令和６年１月に発生した能登半島地震等における災害対応の教訓

や、施策の進展等を踏まえた修正が行われた。【表 3-6】 

 

■表３-6  防災基本計画の修正のポイント（令和 6年 6月） 

項 目 概 要 

主な内容 １．最近の施策の進展等を踏まえた修正 

⚫ 新たな総合防災情報システムの運用開始 
◇防災情報の総合防災情報システム（SOBO-WEB）への集約 

⚫ 水害対策の強化 
◇道路のアンダーパス冠水等を踏まえた対策の強化 

⚫ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

◇自治体、保健師、福祉関係者等の間で連携した状況把握の実施 

◇在宅避難者、車中泊避難者に対する支援に係る拠点の設置や、被災者支援に係る

情報の提供 

２．令和６年能登半島地震を踏まえた修正 

＜令和６年能登半島地震に係る検証チーム＞ 

⚫ 被災地の情報収集及び進入方策 
◇車両や資機材の充実・小型化・軽量化 
◇無人航空機、SAR衛星、衛星インターネット等の活用 
◇海路・空路を活用した道路啓開に向けた調整 
◇道路管理者と生活インフラ事業者との連携強化 

⚫ 自治体支援 
◇派遣職員が現地で自活できる資機材や装備品の充実 
◇応援職員等の宿泊場所として活用可能な施設やスペース等のリスト化 

⚫ 避難所運営 
◇パーティション、段ボールベッド等の避難所開設当初からの設置 
◇避難所における生活用水の確保 
◇トイレカー等のより快適なトイレの設置への配慮 
◇高齢化の進展を踏まえた福祉的な支援の充実・明確化 
◇保健医療福祉に係る支援者（JRAT、JDA-DAT等）の明確化 

⚫ 物資調達・輸送 
◇運送事業者等との連携による、物資輸送拠点の効率的な運営に必要な人員、資機
材等の速やかな確保 

＜その他各省庁における振り返り＞ 

◇長時間継続する津波の見通し等に関する解説 

◇より実態に即した液状化リスク情報の提供 

３．関連する法令の改正を踏まえた修正 

＜活動火山対策特別措置法の改正＞ 

⚫ 活動火山対策の強化 

＜医療法の改正＞ 

⚫ 災害支援ナースの充実・強化 

＜水防法及び気象業務法の改正＞ 

⚫ 国が取得した指定洪水予報河川に関する予測水位情報について、都道府県の求め

に応じた提供の実施 

＜災害対策基本法施行令の改正＞ 

⚫ 緊急通行車両確認表証等の事前交付 
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⚫ 令和７年７月の修正では、令和６年１月に発生した能登半島地震等における災害対応の教訓

や、災害対策基本法等の改正等を踏まえた修正が行われた。【表 3-7】 

 

■表３-7  防災基本計画の修正のポイント（令和 7年 7月） 

項 目 概 要 

主な内容 １．関連する法令の改正を踏まえた修正 

＜災害対策基本法等の改正＞ 

○国による災害対応の強化 

⚫ 地方公共団体の要請を待たない、国の応援の実施 
⚫ 市町村から国に対する応急措置実施の要請 
⚫ 防災監の政府災害対策本部への参画 

○被災者支援の充実 

⚫ 在宅・車中泊避難者への DWAT派遣による福祉サービスの提供 
⚫ 広域避難時の避難元・避難先市町村間の情報連携 
⚫ 被災者援護協力団体の登録・データベース化、平時からの連携 
⚫ 地方公共団体による物資の備蓄状況の公表 
○復旧・復興の迅速化 
⚫ 事前復興まちづくり計画策定等による復興事前準備の推進 
＜道路法等の改正＞ 
⚫ 道路啓開計画の策定・定期的な見直しの法定化 
＜航空法等の改正＞ 
⚫ 地方管理空港等の災害復旧工事等の国による代行 

 ２． 令和６年能登半島地震を踏まえた修正 

○被災者支援の充実 

⚫ 避難生活における生活環境確保に係る取組の充実化 

⚫ 協定・届出避難所に係る情報の事前把握 

⚫ キッチンカー・トレーラーハウス等の登録・データベース化 

⚫ 迅速なプッシュ型支援のための国の備蓄物資の分散備蓄 

○保健医療福祉支援の体制・連携の強化 

⚫ 保健医療福祉活動チーム間の平時からの連携体制の構築 

⚫ 発災後速やかな DHEAT派遣、保健師等チームの充実・強化 

○官民連携や人材育成の推進 

⚫ 国と全国域の災害中間支援組織（JVOAD）の連携 

⚫ 避難生活支援リーダー/サポーターの育成・確保、データベース化 

○消防防災力の充実強化 

⚫ 消防団と多様な主体（自主防災組織・防災士等）の連携 

⚫ 津波浸水想定を勘案した消防体制の整備 

○インフラ・ライフラインの復旧迅速化、代替性の確保 

⚫ 多様な主体と連携した TEC-FORCE支援活動の実施 

⚫ 上下水道一体での災害対応の実施（最優先復旧箇所の事前選定等） 

⚫ 災害用井戸・湧水等の活用による代替水源の確保 

○被災地における学びの確保 

⚫ 被災地学び支援派遣等枠組み（D-EST）による教職員等の派遣 

○防災 DXの加速 

⚫ 新総合防災情報システム（SOBO-WEB）や新物資システム（B-PLo）の利活用促

進、研修・訓練の実施 

⚫ 防災 IoTシステムによる被災状況の迅速な共有 

⚫ 避難所開設時における全国共通避難所・避難場所 IDの報告 
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項 目 概 要 

 ３．その他の最近の施策の進展等を踏まえた修正 

⚫ 災害時における船舶活用医療の提供 

⚫ 避難所でのこども・若者の居場所の確保 

⚫ 港湾における官民協働での高潮対策（協働防護） 

⚫ 広域に降り積もる火山灰への対策（住民の安全確保策等）の推進 

＜岩手県大船渡市林野火災を踏まえた林野火災編の見直し＞ 

⚫ 広報・啓発等を通じた林野火災の予防の強化 

⚫ 地上・空中消火の連携による消火活動、車両・資機材の整備 
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（4）南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更 

⚫ 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の令和元年５月の変更では、南海トラフ地震防災対

策推進基本計画（平成２６年３月中央防災会議決定）についてフォローアップを実施し、基本

的施策の進捗状況、計画の策定状況及び目標達成のための今後取り組む内容の確認が行

われた。【表４-１】 

 

■表４-１  南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更のポイント（令和元年５月） 

項 目 概 要 

主な内容 ■南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方について（報告）を踏まえた変更 

◇国、地方公共団体等がとるべき防災対応 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、後発地震に対して１週

間警戒する措置をとる。 

◇防災対応を実行するにあたっての仕組み 

・緊急災害対策本部長は、直ちに推進地域を管轄する都府県知事及び推進地域に指定

された市町村長に対して、後発地震に備えて１週間警戒する措置をとるべき旨を指示 

◇南海トラフ地震防災対策推進計画の基本となるべき事項 

・津波の到達までに避難が間に合わないおそれがある地域として、市町村があらかじめ

定めた地域（事前避難対象地域）等を推進計画に明示 

◇南海トラフ地震防災対策計画の基本となるべき事項 

・学校、病院、百貨店、旅館、社会福祉施設等の各計画主体において講じるべき措置等を

対策計画に明示 

■南海トラフ地震防災対策推進基本計画フォローアップ等を踏まえた変更 

◇最近の災害対応の教訓を踏まえた変更 

・防災重点ため池におけるハザードマップ作成の推進（平成３０年７月豪雨災害） 

・需要側における石油・LPガスの燃料の備蓄の促進（平成３０年北海道胆振東部地震） 

・航路標識の機能確保のための海水浸入防止対策の推進（台風２４号） 

◇「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成 30年 12月閣議決定）等を

踏まえた具体目標の変更 

・公立学校について耐震化の完了を目指す（令和 2年度） 

・病院の耐震化率８０%を目指す(令和２年度) 

・液状化ハザードマップの公表率１００％を目指す（令和２年度） 
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⚫ 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の令和７年７月の変更では、南海トラフ巨大地震対策

検討ワーキンググループにおける新たな被害想定と、近年の情勢の変化等を踏まえ、見直しが

行われた。【表４-２】 

 

■表４-２  南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更のポイント（令和 7年 7月） 

項 目 概 要 

主な内容 ■南海トラフ巨大地震対策についての報告書（R7.3）を踏まえた主な変更 

＜南海トラフ地震に係る地域防災対策の推進に関する基本的方針＞ 

※下線は今回の見直しで追加となった項目 

１．「命を守る」対策と「命をつなぐ」対策の重点化 

２．地震動（強い揺れ）及び火災に伴う被害への対応 

３．巨大な津波に伴う被害への対応 

４．超広域かつ多分野にわたる被害への対応 

５．災害関連死防止のための避難者の生活環境整備等の被災者支援 

６．国内外の社会・経済に及ぼす影響への対応 

７．時間差をおいて発生する地震への対策等の推進 

８．複数の災害等への同時対応（複合災害対策） 

９. 主体的に防災対策に取り組む社会の醸成 

10．訓練等を通じた実効性のある対策の推進 

11．防災・減災に関する調査研究・技術開発の推進 

12．総力を結集した対策を推進するための多様な主体との連携強化 

13．地震防災対策の進捗や効果の定期的かつ継続的な把握 

＜南海トラフ地震に係る地震防災対策の基本的な施策＞ 

◇南海トラフ地震防災推進地域の追加指定 

  新たに 16市町村を追加指定 

◇新たな今後 10年の減災目標 

①想定される死者数：約 29万８千人から おおむね８割減少 

②想定される建築物の全壊焼失棟数：約 235万棟から おおむね５割減少 

◇減災目標達成に向けた施策 

①減災目標を達成するための各種施策の推進に当たっては、具体目標を定め進捗状況

を把握・評価 

②具体目標は、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に切り出した目標を新たに設定 

③「命を守る」「命をつなぐ」ために特に重要な対策については、特に重要な具体目標

を定めた上で、重点的にモニタリングを実施することで推進 

◇具体的に実施すべき主な対策 

①社会全体における防災意識の醸成・総合的な防災体制の構築 

安全で確実な避難の確保、防災教育・防災訓練の充実、NPO・ボランティア団体等民

間主体との連携、広域連携・支援体制の確立、後発地震への対応 

②被害の絶対量を減らす取組 

建築物の耐震化等、火災対策、津波に強い地域構造の構築、総合的な防災力の向

上 

③ライフライン・インフラの強化 

ライフライン施設の耐震化等、インフラ施設の耐震化等、基幹交通網の確保、石油コ

ンビナート対策（長周期地震動対策） 
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項 目 概 要 

④救助体制・救急救命を強化する施策・防災DX 

救急救命を強化する施策、救助体制を強化する施策・国による応援組織の充実、デ

ジタル技術を活用した防災対策の推進 

⑤被災者支援、災害関連死防止の対策 

避難者等への対応、食料・水、生活必需品等の物資の調達、緊急輸送のための交通

の確保・緊急輸送活動、燃料の供給対策 
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（５）防災に関する主なガイドラインの策定等 

出典：内閣府資料 

⚫ 令和３年５月の「避難勧告等に関するガイドライン」の改正では、避難情報区分の見直し（避難

勧告・避難指示の一本化等）、ガイドラインの名称変更等に伴う改定が行われた。【表５-1】な

お、令和４年９月に警戒レベル１「早期注意情報」に高潮が追加、火山噴火等に伴う津波につ

いても「遠地地震に関する情報」を用いて情報発信されることに関し、一部内容が更新された。 

⚫ 令和３年５月の「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定では、指定福祉避難所の指

定及びその受入対象者の公示や指定福祉避難所への直接の避難の促進に伴う改定が行

われた。【表５-2】 

 

■表５-1  避難情報に関するガイドラインの改定（令和 3年 5月） 

項 目 概 要 

改正の背景 中央防災会議・防災対策実行会議下の「令和元年台風第 19 号等を踏まえた避難情

報及び広域避難等に関するサブワーキンググループ」からの提言（令和２年１２月）と、

それを踏まえた災害対策基本法の一部改正に対応した改正 

主な内容 １．避難情報の区分及び名称の変更 

⚫ 「警戒レベル３」：［避難準備・高齢者等避難開始］→［高齢者等避難］ （名称変更） 

⚫ 「警戒レベル４」：［避難勧告、避難指示（緊急）］→［避難指示］ （情報の一本化） 

※従来の「避難勧告」のタイミングで「避難指示」を発令し、早めの避難行動を促す 

⚫ 「警戒レベル５」：［災害発生情報］→［緊急安全確保］ （名称変更） 

２．ガイドラインの名称変更 

⚫ 「避難勧告等に関するガイドライン」を「避難情報に関するガイドライン」に変更 
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■表５-2  福祉避難所の確保・運営ガイドライン（令和 3年 5月） 

項 目 概 要 

改正の背景 ⚫ 障害のある人等については、福祉避難所ではない避難所で過ごすことに困難を伴うこと

があるため、一般避難所への避難が難しい場合があり、平素から利用している施設へ直

接に避難したいとの声がある 

⚫ 指定避難所として公表されると、受入れを想定していない被災者の避難により、福祉避

難所としての対応に支障を生ずる懸念があるため、指定避難所としての福祉避難所の

確保が進んでいない（令和２年時点 9,072箇所） 等 

主な内容 １．指定福祉避難所の指定及びその受入対象者の公示（災害対策基本法施行規則の改正に伴

う措置） 

⚫ 指定避難所について、指定福祉避難所を指定一般避難所と分けて指定し、公示する 

⚫ 指定福祉避難所の受入対象者を特定し、特定された要配慮者やその家族のみが避難

する施設であることを指定の際に公示できる制度を創設 

※「高齢者」、「障害者」、「妊産婦・乳幼児」、「在校生、卒業生及び事前に市が特定し

た者」など受入対象者を特定した公示の例を記載 

→ 受入れを想定していない被災者が避難してくる懸念に対応し、指定福祉避難所の指

定促進を図る 

２．指定福祉避難所への直接の避難の促進 

⚫ 地区防災計画や個別避難計画等の作成プロセス等を通じて、要配慮者の意向や地域

の実情を踏まえつつ、事前に指定福祉避難所ごとに受入対象者の調整等を行う 

→ 要配慮者が日頃から利用している施設へ直接の避難を促進する 

３．避難所の感染症・熱中症、衛生環境対策 

⚫ 感染症や熱中症対策について、保健・医療関係者の助言を得つつ、避難所の計画、検

討を行う 

⚫ マスク、消毒液、体温計、（段ボール）ベッド、パーティション等の衛生環境対策として必

要な物資の備蓄を図る 

⚫ 一般避難所においても要配慮者スペースの確保等必要な支援を行う 

4．緊急防災・減災事業債等を活用した指定福祉避難所の機能強化 

※社会福祉法人等の福祉施設等における自治体の補助金に対する緊急防災・減災事

業債活用も可能に 
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参-３．大阪府地域防災計画の修正概要 

大阪府地域防災計画の修正概要を以下に示す。 

 

■令和元年１１月修正の概要 

分類  項目  修正の概要  

Ⅰ 国の防災基本

計 画 の 修 正

（R1.5）を踏

まえた修正 

平成 30年７月豪雨

を踏まえた水害・土

砂災害からの避難

対策 

⚫ 「自らの命は自らが守る」意識の徹底や地域の災害リスクととる

べき避難行動等の周知（避難訓練と合わせた防災教育の実施

や防災と福祉の連携等）を記載 

⚫ 住民の避難行動等を支援する防災情報の提供（５段階の警戒

レベル）を記載 

南海トラフ地震防災

対策推進計画の修

正 

⚫ 南海トラフ地震防災対策推進基本計画の修正に基づき修正

（南海トラフ地震臨時情報発表時の対応） 

その他 

⚫ 情報収集伝達体制の強化について、情報の地図化等による伝

達手段の高度化を記載 

⚫ 中小企業等における防災・減災対策の普及促進について、新た

に事業継続力強化支援計画の策定を記載 

⚫ 外国人に対する情報発信について、国（気象庁等）による防災・

気象情報の多言語化のための環境整備を記載 

⚫ 自衛隊派遣部隊の活動について、大規模災害時には、活動内

容について「提案型」の支援を自発的に行うことを記載 

⚫ 罹災証明書の発行体制の整備について、応急危険度判定の判

定実施計画や判定結果を活用し、住家被害認定調査・判定を

早期に実施することを記載 

Ⅱ 府の最新の防

災対策を踏ま

えた修正 

「災害モード宣言」

の運用 

⚫ 広域的な大規模災害が発生もしくは迫っていることを知らせ学

校や仕事などの日常生活の状態（モード）から、災害時の状態

（モード）への意識の切り替えを呼びかける。 

大阪府災害派遣福

祉チーム 

（大阪DWAT） 

⚫ 一般避難所で災害時要配慮者（高齢者や障がい者、子ども

等）に対する福祉支援を行う福祉専門職（DWAT）を被災市町

村へ派遣できるよう、関係機関と共に体制を整備することを記

載 
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■令和 3年 1月修正の概要 

分類  項目  修正の概要  

Ⅰ 国の防災基本

計 画 の 修 正

（R2.5）を踏

まえた修正 

令和元年東日本台

風に係る検証を踏ま

えた修正 

⚫ 災害リスクと取るべき行動の理解促進 

  ◇ハザードマップ等の配布・回覧時に居住地域の災害リスクや

とるべき行動等を周知 

  ◇避難に関する情報の意味（安全な場所にいる人まで避難場

所に行く 必要がない等）の理解促進 

  ◇豪雨時等の事業者によるテレワーク、時差出勤、計画的 休

業等の適切な外出抑制の実施  

令和元年房総半島

台風に係る検証を

踏まえた修正 

⚫ 長期停電・通信障害への対応強化 

  ◇病院等重要施設の非常用電源確保の推進 

  ◇重要施設の非常用電源設置状況等のリスト化等、電源車等

の配備調整の円滑化 

⚫ 被災者への物資支援の充実 

  ◇物資調達・輸送調整等支援システムを活用した効率的な物

資支援の推進  

災害時の新型コロ

ナウイルス感染症対

策を踏まえた修正 

⚫ 避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

の平時からの検討、実施 （※） 

Ⅱ 府における最

近の施策の進

展等を踏まえ

た修正 

想定し得る最大規

模の高潮による浸水

想定への対応 

⚫ 想定し得る最大規模の高潮の発生が予想される場合の災害モ

ード宣言の発信 

⚫ これまで経験したことがない規模の台風が接近している場合の

身の安全確保の呼びかけ  

その他  

⚫ 船舶の走錨等による臨港道路の損壊防止のための防衝工設

置 

⚫ 無人航空機を活用した情報収集 

⚫ 所有者等の責任において空き家等の適切な管理が行われるよ

う意識啓発する等、二次災害防止に向けた取組みを促進  

※令和 2 年 6 月、新型コロナウイルス感染症まん延時においても各市町村が感染防止対策の

徹底を図り、適切な避難所運営が行えるよう、「避難所運営マニュアル作成指針」（新型コロ

ナウイルス感染症対応編）を作成。 
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■令和 4年 1月修正の概要 

分類  項目  修正の概要  

Ⅰ 災害対策基本

法の改正を踏

まえた修正 

避難勧告を廃止し

避難指示への一本

化等 

⚫ 対象者を明確にし、避難指示等に対応する警戒レベルを明確に

して、対象者ごとに警戒レベルに対応したとるべき避難行動が

わかるように伝達 

個別避難計画の作

成を市町村の努力

義務化 

⚫ 防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、避難

支援に携わる関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要

支援者ごとに、個別避難計画を作成 

⚫ 個別避難計画は、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても、計画活用に支障が生じない

よう、個別避難計画情報を適切に管理 

広域避難協議への

支援 

⚫ 他の市町村からの避難者を受け入れることができる施設等を

あらかじめ決定しておく 

⚫ 他府県の市町村への受入れについて、府に対し他府県との協

議を求めるほか、緊急時は、府知事に報告した上で、自ら他府

県の市町村に協議が可能 

Ⅱ  新型コロナウ

イルス感染症

対策を踏まえ

た修正 

避難所の感染症対

策 

⚫ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、指定

避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに感染症患

者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担

当部局が連携して、必要な措置を講じる 

⚫ 平常時から、指定避難所の場所、受け入れ人数等について、ホ

ームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に務め、

住民への周知徹底を図る 

自宅療養者等の避

難にかかる情報提

供 

⚫ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の自宅療養者等の被

災に備えて、平常時から、市町村の防災担当部局と連携して、

ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が危険エリアに居住

しているか確認を行うよう努める 

⚫ 保健所は市町村の防災担当部局等との連携の下、自宅療養者

等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行い、必要に

応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向けた情報を提供

するよう努める 

Ⅲ 最近の施策の

進展等を踏ま

えた修正 

災害対応業務のデ

ジタル化の推進 

⚫ 効果的・効率的な防災対策を行うため、災害対応業務のデジタ

ル化の積極的な活用に努める 

災害応急時における

交通機能の確保 

⚫ 復旧活動等に支障を及ぼす道路渋滞情報を把握した場合、近

畿地方整備局や府、府警察、高速道路会社ほか府内関係市町

村で組織した協議会において情報共有を行う 

⚫ 迂回誘導等の対策検討や情報提供手段等の確認を行い、必要

に応じた対策を行う 
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■令和 4年 12月修正の概要 

分類  項目  修正の概要  

Ⅰ 令和３年度に

発⽣した災害

を踏まえた修

正 

災害時における安否

不明者の氏名等公

表による救助活動の

効率化・円滑化 

⚫ 府は、発災時の安否不明者の救助活動の効率化・円滑化のた

め、安否不明者の氏名等の公表について、市町村等と連携の

上、あらかじめ一連の手続きを整理し明確化 

⚫ 府は、安否不明者の救助活動の円滑化つながると判断する場

合は、すみやかに安否不明者の氏名等を公表し、安否不明者の

絞り込みに努める 

⚫ 市町村は、要救助者の迅速な把握のため、積極的に情報収集 

危険が確認された

盛土に対する是正

指導等、盛⼟による

災害の防⽌に向け

た対応 

⚫ 府および市町村は、盛土による災害防止に向けた総点検を踏ま

えて、危険が確認された盛土は撤去命令等の是正指導の実施 

⚫ 府は、該当盛土の対策が完了するまで、市町村における避難情

報の発令基準等の見直しが必要になった場合は適切な助言や

支援の実施 

学校における消防団

員等が参画した防

災教育の推進等、適

切な避難行動を促

進 

⚫ 市町村は、小学校等において、消防団員等が参画した体験的・

実践的な防災教育や訓練を行うことにより、府民の防災意識の

高揚、災害対応力を強化できるよう努め、府は支援を実施 

Ⅱ 関連する法令

の改正を踏ま

えた修正 

津波対策の推進に

関する法律の改正 

⚫ 津波対策におけるデジタル技術を活⽤した防災教育、訓練等の

実施 

航空法施行規則の

改正 

⚫ 都道府県による緊急⽤務空域の指定の依頼や同空域における

無⼈航空機の⾶⾏許可申請に係る調整 

Ⅲ 最近の施策の

進展等を踏ま

えた修正 

避難所における食

物アレルギーの配

慮 

⚫ 食物アレルギーを有する者のニーズ把握等、食物アレルギーに

配慮した備蓄を確保 

帰宅困難者対策と

した一時滞在施設

の確保への支援お

よび事業者への働

きかけ 

⚫ 府は、府有施設や府立施設を一時滞在施設として希望する市

町村に提供できるよう協力 

⚫ 府は、広域的な立場から事業者団体に対して、一時滞在施設の

提供について協力を求めるなど、市町村と連携して一時滞在施

設の確保の支援に努める 

男女共同参画の視

点を踏まえた活動

体制の整備 

⚫ 府および市町村は、男女共同参画の視点から男女共同参画担当

部局と防災担当部局との連携体制の構築 

⚫ 防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し、平常時の防災

対策および災害時における男女共同参画担当部局および男女共

同参画センターの役割について、明確化するよう努める 
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分類  項目  修正の概要  

避難所等における

再⽣可能エネルギ

ーを活⽤した⾮常

⽤発電設備等の整

備 

⚫ 防災拠点の再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステムや

電動車の活用を含めた自家発電設備等の整備を図る 

⚫ 市町村は、避難所の停電時においても、施設・設備の機能が確保

されるよう、再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備

等の整備に努める 

⾃治体等の災害対

応における先進技

術の導⼊の促進 

⚫ 「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム（内閣府）」等の取

組みを通じて、民間等が持つ先進技術とのマッチング等を行うこ

とにより、災害対応における先進技術の導入を促進 

 

■令和７年３月修正の概要 

分類  項目  修正の概要  

Ⅰ 令和６年能登

半島地震の振

り返りを踏まえ

た修正 

（国防災基本計画

の修正を含む） 

振り返りを踏まえて

課題を整理し必要

な対策を計画に反

映 

⚫ 令和 6年能登半島地震の振り返りとして、被災地派遣職員アン

ケートや関係部局へのヒアリング調査を実施。国等の検証結果

も踏まえ、以下の６つの視点で修正 

① 受援・応援体制 

② 避難所運営 

③ 健康・医療・福祉 

④ 物資調達・輸送・管理 

⑤ 生活再建・インフラ復旧 

⑥ 防災 DX・新技術の活用検討 

Ⅱ 国防災基本計

画の修正を踏

まえた修正 

関連する法令の改

正を踏まえた修正 

＜医療法の改正＞ 

・災害支援ナースの充実・強化 

＜水防法及び気象業務法の改正＞ 

・国が取得した指定洪水予報河川に関する予測水位情報につ

いて都道府県の求めに応じ提供 

＜災害対策基本法施行令の改正＞ 

・緊急通行車両確認標章等の事前交付 

最近の施策の進展

等を踏まえた修正 

⚫ 新たな総合防災情報システム（SOBO－WEB）の運用開始を

受けた対応 

⚫ 道路のアンダーパス冠水等を踏まえた対策の強化 

⚫ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援（自治体・保

健師・福祉関係者等の連携した 

⚫ 状況把握、在宅避難者、車中泊避難者の支援拠点設置・支援

情報の提供） 

⚫ 府民への情報伝達（長周期地震動・通信障害・障がい者の情

報取得と意思疎通） 

Ⅲ 複合災害に備

えた原子力防

災体制の整理 

 ⚫ 地震などとの複合災害に備え、原子力防災体制を整理・明確化 

 


